
令令令和和和６６６年年年度度度佐佐佐井井井村村村奨奨奨学学学金金金貸貸貸与与与ののの申申申込込込みみみにににつつついいいててて   

          佐井村では、健康で勉学の意欲があり、経済上の理由により修学が 

困難と認められる方に対し、奨学金の貸付を行っています。 

 

【 募集対象 】 

  佐井村に居住する方の子弟で、公立及び私立の高等学校、高等専門学校、大学（短期大学、

高等看護学院）、専修学校（専門学校）、各種学校に在学中または４月に入学予定の方で、確

実な連帯保証人を２名付することができる方（保護者を含む） 

※保護者：保護者（父母）の前年の合計所得金額が６００万円までが対象予定 

（医・歯学部は７００万円までが対象予定） 

奨学生が２人以上いる場合は、２人目から１人につき１００万円加算予定 

    ※連帯保証人：独立の生計を営む成人で、５５歳以下の方。市町村税を滞納していない方 

【 選考基準 】 

    品行、学業成績、家族構成及び経済的状況等を総合的に判断したうえで、佐井村奨学生 

選考委員会（４月中旬～下旬）において、書類審査を行い決定されます。 

【 貸与期間 】 各学校とも在学学校の正規な修業期間  

◆ 受付期間 ◆  令和６年２月１日（木）～ 令和６年３月３１日（日） 

  ※ 提出書類は、必ず奨学生志望者に保護者が同伴し教育委員会へ持参してください。 

     現在、継続して貸与を受けている奨学生で県外等の学校に通学しているため持参する 

     ことが困難な場合は、保護者のみの持参を認めます。なお、休日も対応しますので、 

     事前に連絡してください。 

【 提出書類 】 
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 提出書類名 発行場所 チェック欄 

本 

人 

 様式第１号（奨学生志望願書） 教育委員会  

 成績証明書（開封無効） 卒業学校  

 合格通知書の写し 

（４月末迄に在学証明書：郵送可） 

４月からの

在学校 

 

保
証
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 所得証明書（令和５年度分） 

住所地の 

役所 

 

 納税証明書（令和５年度分）  

 印鑑証明書（貸付決定後に提出）  

 住民票謄本  

連 

帯 

保
証
人 

 所得証明書（令和５年度分） 
住所地の 

役所 

 

 納税証明書（令和５年度分）  

 印鑑証明書（貸付決定後に提出）  

身分がわかるもの（写し）ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、運転免許証等  



継
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者 

 提出書類名 発行場所 チェック欄 

本 

人 

 様式第１号（奨学生志望願書） 教育委員会  

 在学証明書 

（４月末迄に在学証明書：郵送可） 

４月からの

在学校 

 

ただし、高校在学中奨学金を貸与され、本年度大学等に進学し貸与を希望する場合

は、新規申込者と同様の手続きをとること。 

※ 新規貸与希望者及び継続貸与希望者で、村外の方を連帯保証人とする場合は、

必ず令和５年度分の納税証明書を添付してください。 

     なお、非課税により納税証明書が発行されない方については、納税証明書では 

なく令和５年度分の非課税証明書を添付してください。 

※ 中学校 3 年生または令和５年度奨学生には、関係書類を送付します。 

 

◆ 奨学金の額 ◆ 

学 校 種 別 貸付月額 貸 付 年 額 

高等学校、高専３学年まで、 

養成施設及び教育委員会が認める

各種技術・技能養成機関 

25,000円以内 25,000円×12月＝300,000円 

高専４学年以上、短期大学、医学部

及び歯学部を除く大学 
35,000円以内 35,000円×12月＝420,000円 

医学部及び歯学部の大学 200,000円以内 200,000円×12月＝2,400,000円 

※ ひとり親世帯又は生活保護世帯や同一世帯に奨学生が２名以上ある場合は、それぞれ

に対し 10,000 円以内の加算額がありますが、返済額も増額されますので十分検討して

ください。 

※ 学校卒業半年後から返還が開始されます。借入金の月額は、返還する時のことも考え、

上限以内借り入れする額を決めてください。返還金が奨学金貸し付けの原資となります。 

                 【お問合せ先】 

教育委員会生涯学習課（学校教育係） 

ＴＥＬ：３８-４５０６ 

返還時期 貸与期間が終了（卒業）した日から、６ヶ月を経過した日の翌月から返還開始 

返還期間 
貸付期間が３年以下の場合は最大１０年以内、３年を超える場合は最大２０年以内

での返還が可能 ※全部を一度に返還することも可能 

返還猶予 
病気その他の理由のため奨学金の返還が困難になったとき 

むつ下北管内の公立病院等に医師として勤務しているとき 等 

返還免除 
貸与終了後、村内に居住し、村内外で就業したとき 

（返還額の全額または一部を免除） 


